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黒石市教育委員会訓令第１号 

 

黒石市教育委員会専決代決規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡ 

 

令和６年３月２７日 

 

黒石市教育委員会教育長 山 内 孝 行    

 

 

黒石市教育委員会専決代決規程の一部を改正する訓令 

 

黒石市教育委員会専決代決規程（昭和５８年黒石市教育委員会訓令第２号）の一部

を次のように改正する。 

 

 別表中 

 「 

休暇（年次有給休暇 

及び夏季休暇を除

く。）、欠勤その他こ

れに類する願出に対す

る認許可 

係長級以下の職員  

を 

                                    」 

 「 

休暇（年次有給休暇 

及び夏季休暇を除

く。）、欠勤その他こ

れに類する願出に対す

る許認可 

課長級以下の職員  

に 

                                    」 

改める。 

 

附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 


